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答 申 案 件 の 概 要

件 名 公安委員会による苦情申し立て「不受理」事件に関する文書（その２）についての一部開示決定処分に対する審査請求

（情報公開・個人情報保護審査会答申第22号）

経 開示請求年月日 平成25年４月５日 審査請求年月日 平成25年９月18日 担 開 示 決 定 等 警察本部警務部監察課
当

緯 開示決定等年月日 (1) 平成25年５月１日 (2) 平成25年７月22日 諮 問 年 月 日 平成25年10月25日 課 審 査 請 求 公安委員会

対 象 行 政 文 書 県を被告とする損害賠償請求事件に係る次の文書（以下「本件行政文書」という。）

１ 平成25年１月15日付け証拠説明書提出に係る起案及び乙号証（以下「本件行政文書１」という。）

２ 原告が提出した「苦情申し立て書」と題する書面（甲第３号証）（以下「本件行政文書２」という。）

３ 平成25年２月19日付け準備書面１及び証拠説明書提出に係る起案及び乙号証（ただし、被害届（乙４号証）、捜査報告書（乙５号証）、現場写真（乙６号証の１～23）

を除く。）（以下「本件行政文書３」という。）

４ 平成25年２月25日付け証拠説明書提出に係る起案及び乙号証（以下「本件行政文書４」という。）

５ 原告が提出した「準備書面１に対しての反論書」と題する書面（以下「本件行政文書５」という。）

本 件 処 分 の 内 容 一部開示決定

（不開示部分）

１ 次に掲げる部分（以下「本件情報１」という。）

(1) 本件行政文書１のうち、「原告作成のブログの名称及びブログの内容がわかる部分、原告作成のブログの写しの全部」

(2) 本件行政文書３のうち、「原告作成のツイッターのハンドルネーム、原告作成のツイッターの内容がわかる部分、原告作成のツイッターの写しの全部」

(3) 本件行政文書４のうち、「原告作成のブログの名称、原告作成のブログの内容がわかる部分、原告作成のブログの写しの全部」

(4) 本件行政文書５のうち、「原告作成のブログの内容がわかる部分」

２ 次に掲げる部分（以下「本件情報２」という。）

本件行政文書２及び本件行政文書５のうち、「原告の住所又は居所がわかる情報（警察署及び地名）」

３ 次に掲げる部分（以下「本件情報３」という。）

(1) 本件行政文書２のうち、「警部補以下の階級にある警察職員の性別及び身体的特徴」

(2) 本件行政文書５のうち、「警部補以下の階級にある警察職員の性別」

（不開示理由）

青森県情報公開条例（平成11年12月青森県条例第55号。以下「条例」という。）第７条第３号（個人情報）該当

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、同号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該

当しないものであるため。

審 査 請 求 の 趣 旨 本件情報１、本件情報２及び本件情報３について開示することを求める。

審 査 会 の 結 論 青森県警察本部長（以下「実施機関」という。）は、審査請求の対象となった一部開示決定処分において不開示とした部分のうち、次に掲げる部分を開示することが妥当

である。

１ 本件行政文書１及び本件行政文書４のうち、「原告作成のブログの名称」

２ 本件行政文書２及び本件行政文書５のうち、「警部補以下の階級にある警察職員の性別及び身体的特徴」
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審査会の判断要旨

＜＜＜＜条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号該当性号該当性号該当性号該当性についてについてについてについて＞＞＞＞

１１１１ 本件情報本件情報本件情報本件情報１について１について１について１について

(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文該当性号本文該当性号本文該当性号本文該当性

ア 実施機関は、本件情報１のうち次に掲げる部分について、「本件対象訴訟の原告のブログ及びツイッターは、匿名のユーザー名で開設」されており「特定された個人の属性、私生活等

の個人情報等が掲載」されていることから、開示することにより「特定の個人が識別」され、「個人の権利利益が侵害されるおそれ」があると判断し、条例第７条３号に該当するとして

不開示とした。

(ｱ) 本件行政文書１のうち、「原告作成のブログの名称及びブログの内容がわかる部分、原告作成のブログの写しの全部」

(ｲ) 本件行政文書３のうち、「原告作成のツイッターの名称、原告作成のツイッターの内容がわかる部分、原告作成のツイッターの写しの全部」

(ｳ) 本件行政文書４のうち、「原告作成のブログの名称、原告作成のブログの内容がわかる部分、原告作成のブログの写しの全部」

(ｴ) 本件行政文書５のうち、「原告作成のブログの内容がわかる部分」

イ しかし、当該不開示当該不開示当該不開示当該不開示としたとしたとしたとした部分部分部分部分のうちのうちのうちのうち、、、、本件行政文書本件行政文書本件行政文書本件行政文書１１１１及及及及びびびび本件行政文書本件行政文書本件行政文書本件行政文書４の４の４の４の「「「「原告作成原告作成原告作成原告作成のブログののブログののブログののブログの名称名称名称名称」」」」はははは、、、、原告原告原告原告がブログをがブログをがブログをがブログを作成作成作成作成するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり利用利用利用利用したしたしたした「「「「サービスサイトサービスサイトサービスサイトサービスサイト」」」」のののの名称名称名称名称

のことでありのことでありのことでありのことであり、、、、これをこれをこれをこれを開示開示開示開示したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別できるできるできるできる情報情報情報情報とはとはとはとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。よってよってよってよって、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」にににに該当該当該当該当しないためしないためしないためしないため、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当するとはするとはするとはするとは認認認認めめめめ

られないられないられないられない。。。。

ウ 一方、本件情報本件情報本件情報本件情報１のうち１のうち１のうち１のうち、、、、「「「「原告作成原告作成原告作成原告作成のブログののブログののブログののブログの名称名称名称名称」」」」部分以外部分以外部分以外部分以外のののの部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関がががが本件対象訴訟本件対象訴訟本件対象訴訟本件対象訴訟のののの原告原告原告原告がががが作成作成作成作成したブログしたブログしたブログしたブログ等等等等にににに関関関関するするするする情報情報情報情報であるとであるとであるとであると特定特定特定特定してしてしてして裁判所裁判所裁判所裁判所にににに提出提出提出提出しししし

たたたた情報情報情報情報であるのでであるのでであるのでであるので、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、「「「「特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別することができるものすることができるものすることができるものすることができるもの」」」」にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認められためられためられためられた。。。。よってよってよってよって、、、、当該部分当該部分当該部分当該部分はははは、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当するするするする

とととと認認認認められるめられるめられるめられる。

エ 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報１のうち１のうち１のうち１のうち、、、、「「「「原告作成原告作成原告作成原告作成のブログののブログののブログののブログの名称名称名称名称」」」」部分部分部分部分はははは条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当せずせずせずせず、、、、当該部分以外当該部分以外当該部分以外当該部分以外のののの部分部分部分部分はははは同号本文同号本文同号本文同号本文にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる。

(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イイイイ該当性該当性該当性該当性

ア 審査請求人は、本件情報１について、「インターネットＷＥＢ上の閲覧の制限がないサイトにおける原告作成のブログであり、ツィッターである」、「既に自らが、公にしており、なん

ら個人の権利利益を害するものではない」などを理由として、条例第７条第３号ただし書イに該当する旨を主張している。

イ 当該当該当該当該ブログブログブログブログ等等等等についてはについてはについてはについては、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関がががが取得取得取得取得したしたしたした時点時点時点時点においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、閲覧閲覧閲覧閲覧にににに特段特段特段特段のののの制限制限制限制限がなかったものとがなかったものとがなかったものとがなかったものと認認認認められるめられるめられるめられる。。。。しかししかししかししかし、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも平成26年平成26年平成26年平成26年３３３３月月月月７７７７日時点日時点日時点日時点ではではではでは、、、、ツイッターツイッターツイッターツイッター等等等等がががが

閲覧閲覧閲覧閲覧できないできないできないできない状態状態状態状態にあることがにあることがにあることがにあることが認認認認められるがめられるがめられるがめられるが、、、、本件開示請求時点本件開示請求時点本件開示請求時点本件開示請求時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、一般的一般的一般的一般的にににに閲覧可能閲覧可能閲覧可能閲覧可能であったことをであったことをであったことをであったことを示示示示すすすす資料資料資料資料はははは提供提供提供提供されていないされていないされていないされていない。。。。よってよってよってよって、、、、当該当該当該当該ツイッターツイッターツイッターツイッター等等等等がががが公公公公のののの情報情報情報情報であであであであ

るとるとるとると認認認認めることはできないめることはできないめることはできないめることはできない。。。。

ウ また、上記閲覧上記閲覧上記閲覧上記閲覧できないツイッターできないツイッターできないツイッターできないツイッター等等等等をををを除除除除くブログがインターネットくブログがインターネットくブログがインターネットくブログがインターネット上上上上でででで公開公開公開公開されていたとしてもされていたとしてもされていたとしてもされていたとしても、、、、当該当該当該当該ブログはブログはブログはブログは匿名匿名匿名匿名のブログであってのブログであってのブログであってのブログであって、、、、作成者作成者作成者作成者がががが本件対象訴訟本件対象訴訟本件対象訴訟本件対象訴訟のののの原告原告原告原告であることをであることをであることをであることを

標榜標榜標榜標榜するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関もももも、、、、これらをこれらをこれらをこれらを原告作成原告作成原告作成原告作成のものであるとのものであるとのものであるとのものであると特定特定特定特定するまでにはするまでにはするまでにはするまでには、、、、相当相当相当相当のののの作業作業作業作業をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす必要必要必要必要があったとしているところであるがあったとしているところであるがあったとしているところであるがあったとしているところである。。。。さらに、原告自身原告自身原告自身原告自身もももも、、、、本件行本件行本件行本件行

政文書政文書政文書政文書５において５において５において５において「「「「わたくしわたくしわたくしわたくし個人個人個人個人のブログであり ツイッターでありのブログであり ツイッターでありのブログであり ツイッターでありのブログであり ツイッターであり 今回今回今回今回のののの裁判裁判裁判裁判とととと関係関係関係関係ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます」」」」とととと、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟においてにおいてにおいてにおいて自己自己自己自己のものとしてのものとしてのものとしてのものとして当該当該当該当該ブログをブログをブログをブログを公表公表公表公表されたくなかったされたくなかったされたくなかったされたくなかった

旨旨旨旨をををを述述述述べているべているべているべている。。。。よって、当該当該当該当該ブログがインターネットブログがインターネットブログがインターネットブログがインターネット上上上上でででで公開公開公開公開されていたからといってされていたからといってされていたからといってされていたからといって、、、、原告作成原告作成原告作成原告作成のものであるということまでもがインターネットのものであるということまでもがインターネットのものであるということまでもがインターネットのものであるということまでもがインターネット上上上上でででで公開公開公開公開されていたとされていたとされていたとされていたと認認認認めることめることめることめること

はできないはできないはできないはできない。。。。

エ 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報１１１１（（（（原告作成原告作成原告作成原告作成のブログののブログののブログののブログの名称名称名称名称をををを除除除除くくくく。。。。））））はははは、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イにイにイにイに該当該当該当該当するとはするとはするとはするとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。



- 3 -

２２２２ 本件情報本件情報本件情報本件情報２について２について２について２について

(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第７７７７条本文該当性条本文該当性条本文該当性条本文該当性

ア 実施機関は、本件情報２のうち次に掲げる部分について、「原告の住所又は居所を絞り込むための重要な情報」であり、これを開示することによって「原告の住所の特定に結びつく」

ことから「個人に関する情報」に該当するとして不開示とした。

・ 本件行政文書２及び本件行政文書５のうち、「原告の住所又は居所がわかる情報（警察署及び地名）」

イ 本件情報本件情報本件情報本件情報２は２は２は２は、、、、これをこれをこれをこれを開示開示開示開示したしたしたした場合場合場合場合、、、、本件処分本件処分本件処分本件処分においてにおいてにおいてにおいて既既既既にににに開示開示開示開示したしたしたした情報情報情報情報とととと照合照合照合照合することによりすることによりすることによりすることにより、、、、原告原告原告原告がががが当該警察署管内又当該警察署管内又当該警察署管内又当該警察署管内又はははは周辺周辺周辺周辺にににに居住居住居住居住していることがしていることがしていることがしていることが推測推測推測推測されるされるされるされる。。。。よってよってよってよって、、、、本件情本件情本件情本件情

報報報報２は２は２は２は、、、、原告原告原告原告のののの居所居所居所居所にににに関関関関するするするする情報情報情報情報であるのでであるのでであるのでであるので、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ「「「「特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別することができるものすることができるものすることができるものすることができるもの（（（（他他他他のののの情報情報情報情報とととと照合照合照合照合することによりすることによりすることによりすることにより、、、、特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別するこするこするこするこ

とができることとなるものをとができることとなるものをとができることとなるものをとができることとなるものを含含含含むむむむ。）。）。）。）」」」」にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

ウ よって、本件情報本件情報本件情報本件情報２は２は２は２は、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当するするするする。。。。

(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イイイイ該当性該当性該当性該当性

ア 審査請求人は、本件情報２について、「「公にされている情報」である。警察署及び地名は個人情報ではなく警察署名及び地名である。」と主張している。

イ しかし、本件情報本件情報本件情報本件情報２は(1)のイで２は(1)のイで２は(1)のイで２は(1)のイで述述述述べたとおりべたとおりべたとおりべたとおり、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」であるであるであるである。。。。

ウ よって、本件情報本件情報本件情報本件情報２は２は２は２は、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イにイにイにイに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。

２２２２ 本件情報本件情報本件情報本件情報３について３について３について３について

(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文該当性号本文該当性号本文該当性号本文該当性

ア 実施機関は、本件情報３のうち次に掲げる部分について、当該情報は、開示することとした場合、「関係者等の一定の範囲の者において知り得る情報と照合」すれば、「該当する個人

が特定されるおそれがある」ことから「個人に関する情報」に該当するとして不開示とした。

・ 本件行政文書２及び本件行政文書５のうち、「警部補以下の階級にある警察職員の性別及び身体的特徴」

イ これに対し、審査請求人は、条例第７条３号ただし書ハに掲げる不開示情報は、「警察職員（警察法（昭和29年法律第162号）第34条第１項又は第55条第１項に規定する職員をいう。）

の氏名」だけであり、「性別及び身体的特徴に関する部分は不開示情報ではない。」と主張する。

ウ しかし、本件情報本件情報本件情報本件情報３を３を３を３を開示開示開示開示することとしたすることとしたすることとしたすることとした場合場合場合場合、、、、関係者等関係者等関係者等関係者等がががが当該警察職員当該警察職員当該警察職員当該警察職員をををを特定特定特定特定したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、判明判明判明判明するのはするのはするのはするのは当該警察職員当該警察職員当該警察職員当該警察職員がががが原告原告原告原告にににに応対応対応対応対したというしたというしたというしたという事実事実事実事実にににに止止止止まりまりまりまり、、、、これによってこれによってこれによってこれによって当該当該当該当該

警察職員警察職員警察職員警察職員のののの権利利益権利利益権利利益権利利益がががが害害害害されるとはされるとはされるとはされるとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。よってよってよってよって、、、、本件情報本件情報本件情報本件情報３は３は３は３は、、、、「「「「公公公公にすることによりにすることによりにすることによりにすることにより、、、、なおなおなおなお個人個人個人個人のののの権利利益権利利益権利利益権利利益をををを害害害害するおそれがあるものするおそれがあるものするおそれがあるものするおそれがあるもの」」」」にににに該当該当該当該当するとはするとはするとはするとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。

よって、本件情報本件情報本件情報本件情報３は３は３は３は、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」であるがであるがであるがであるが、、、、「「「「特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別することはできないがすることはできないがすることはできないがすることはできないが、、、、公公公公にすることによりにすることによりにすることによりにすることにより、、、、なおなおなおなお個人個人個人個人のののの権利利益権利利益権利利益権利利益をををを害害害害するおそれがあるものするおそれがあるものするおそれがあるものするおそれがあるもの」」」」にににに該当該当該当該当しししし

ないとないとないとないと認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

エ 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報３は３は３は３は条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。

＜＜＜＜結論結論結論結論＞＞＞＞

以上のとおり、本件情報１及び本件情報３には条例第７条第３号に該当しない情報が含まれており、当該情報を開示することが妥当であるが、その余の情報は不開示とすることが妥当である。


